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１ 学校給食共同調理場の現状と課題１．学校給食共同調理場の現状と課題

１）共同調理場の現状

• 給食提供開始 昭和５４年４月（３６年経過）

１）共同調理場の現状

• 敷地面積 ５，１７２㎡

• 延床面積 １４９５ ２８㎡• 延床面積 １４９５．２８㎡

• 調理能力（開所当時） １０，０００食

在提供食数 約 食• 現在提供食数 約５，９００食

• 土地の用途地域 第二種住居地域

• 建物の用途 工 場
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２）共同調理場の課題
①耐震性能不足

• 耐震診断（平成１３年実施）• 耐震診断（平成１３年実施）
• 桁行方向 Is値 ０．６１
• 張間方向 Is値 ０ ５８• 張間方向 Is値 ０．５８
•

桁行方向桁行方向
張間方向

※ Is値 建物の強度や粘りに加え、形状や経年状況
を考慮した耐震指標
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②施設・設備の老朽化②施設・設備の老朽化

• 雨の多い日は一部で雨漏りが発生

• 調理場の壁などに腐食が発生

• 食器食管洗浄機３台 （２１年１台・２０年２台）

• ボイラー２台 （１１年１台・２８年１台）

• シンク （１８台中、３６年１２台）

• 調理台 （３６年９台全て）

• 蒸し器 （２１年）

• 保管庫 （１７年６台）

• 食器食缶保管庫 （１４台中、２０年３台）等

※厨房機器の耐用年数は概ね１５年とされています。
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修繕の状況（平成２７年４／１から７／１６）修繕の状況（平成２７年４／１から７／１６）

• ボイラー配管腐食による蒸気漏れ ７件

• 蒸気漏れによる消毒保管庫修繕 ３件

• ボイラーの修繕 ２件ボ ラ 修繕 件

• 食器・食缶洗浄機の修繕 ８件

• その他 ２０件その他 ２０件

合計４１件

※平成２７年５月３０日の地震により、コンクリートの
一部が落下一部が落下
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雨漏りの様子雨漏りの様子

屋根の様子
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腐食している壁

３６年間使用している回転鍋
本年度 入替え予定
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本年度、入替え予定



５月３０日の地震（震度３）による被害５月３０日の地震（震度３）による被害
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③手狭な調理スペース③手狭な調理スペース

• 病原性大腸菌（Ｏ15７）やウィルス性食中毒への対• 病原性大腸菌（Ｏ15７）やウィルス性食中毒への対
応するため、食器保管庫などの設備を随時導入

ランチ皿での給食から 食育を考え茶碗を増やすな• ランチ皿での給食から、食育を考え茶碗を増やすな
ど食器類の増加

食器素材をポ プ ピ から強化磁器 変更 た• 食器素材をポリプロピレンから強化磁器に変更した
ことによる保管スペースの増加など

※これらのことから、調理スペースが手狭になっており、※これらのことから、調理ス スが手狭になっており、
現在では本来の調理能力１万食は出来ない状況
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食器・食缶保管庫食器 食缶保管庫
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狭い調理スペース狭い調理スペ ス

調理調理する場所する場所の近の近
くにまでコンテナがくにまでコンテナが
並んでいる。並んでいる。並んでいる。並んでいる。

コンテナ５１台コンテナ５１台
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④学校給食衛生管理基準を満たしていない
施設

学校給食衛生管理基準とは？学校給食衛生管理基準とは？

• 学校給食法 第９条に規定

• 平成９年４月１日制定

O157・ノロウイルス等の発生等により随時改正O157 ノロウイルス等の発生等により随時改正

• 平成２１年４月１日に新たな基準を制定

※調理する環境を清潔にする考え方から 原料※調理する環境を清潔にする考え方から、原料の

入荷から出荷までの各工程において危害要因を荷 荷 各 程 害要 を

取り除く考え方に変更（ＨＡＣＣＰの考え方）
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学校給食衛生管理基準の主な内容学校給食衛生管理基準の主な内容

• 食数に適した広さを確保すること。

• 汚染作業区域と非汚作業染区域を部屋単位で区分

• ドライシステムを導入すること。（床を濡らさない。）

• 食品の納入検査のために独立した検収室を設置す
ること。

• 調理員が各区分に移動する場合は、更衣や手洗い
等のため、前室を設置することなど

※これらを実施するためには施設面積の増加が必要れ を実施する 施設面積 増加 必要

となる。
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学校給食衛生管理基準に基づき施設を整学校給食衛生管理基準に基づき施設を整
備した場合は

現在の共同調理場（約 ㎡）では• 現在の共同調理場（約1,500㎡）では、

約３，０００食程度の調理が限界

• ７，０００食の調理能力を有する調理場を整備し
た場合は、次のとおり見込まれる。

調理場面積 ３，１００㎡
（調理室・炊飯施設・アレルギー対策室）（調理室 炊飯施設 アレルギ 対策室）

建築面積 ３，２８０㎡

延床面積 ４ １００㎡延床面積 ４，１００㎡
（事務室・トイレ・調理員の更衣室など）
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衛生管理基準を満たしていない調理場衛生管理基準を満たしていない調理場

汚染区域と非汚染区汚染区域と非汚染区汚染区域と非汚染区汚染区域と非汚染区
域が部屋単位で区切域が部屋単位で区切
られていないられていないられていない。られていない。

ドライ式の床にドライ式の床に
なっていないなっていない
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最新の衛生管理基準による調理場最新の衛生管理基準による調理場

ドライ式の床

汚染区域と非汚染区域汚染区域と非汚染区域
が完全に区分されている。が完全に区分されている。
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最新の衛生管理基準による調理場最新の衛生管理基準による調理場

配缶の様子

配送の様子
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⑤食育や食物アレルギーにも十分対応⑤食育や食物アレルギ にも十分対応
出来ない施設

• 平成２１年に改正された「学校給食法」では、学校給
食の目的が従来の「食生活の改善」から「食育の推食の目的が従来の「食生活の改善」から「食育の推
進」に重点移行されている。

• 現在、食物アレルギー対応については、アレルゲン
配合表の配付で対応している。配合表の配付で対応している。

これらを改善するためには 施設面積の増加が必要これらを改善するためには、施設面積の増加が必要

となる。
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食育の拠点及びアレルギー対応食育の拠点及びアレルギー対応

体験用の回転ガマ体験用の回転ガマ

アレルギー対応アレルギー対応
食食の調理の調理
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２ 共同調理場移設・建替検討の主な経緯２．共同調理場移設・建替検討の主な経緯

年・月 市 共同調理場運営委員会 市議会

23・3 共同調理場の老朽化に伴う
今後の対応を説明

共同調理場施設改修計
画策定委託 予算可決今後の対応を説明 画策定委託 予算可決

24・2 委員の拡大
（市民公募・一級建築士）

共同調理場の老朽化に伴う
今後の対応を検討
移転・新築案を推薦

24・10
～ 12

政策会議
移転・新築に決定

一般質問

「移転・新築が妥当と判
断している」と回答

25・1 教育委員会議
移転・新築を決定
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年・月 市 共同調理場運営委員会 市議会年 月 市 共同調理場運営委員会 市議会

25・2～3 教育委員会議・政策会
議において、移転・新築
が決定 た とを報告

共同調理場建替事業基本
計画作成業務委託

が決定したことを報告 共同調理場建替手法検討
業務委託
それぞれ予算可決

25・9
～10

・移転新築スケジュール
について

・基本計画策定につい

一般質問
「建替に向けて基本計画を
策定中」

「現在の場所では 長期間
て

「現在の場所では、長期間
の欠食や都市計画法など
から難しい」と回答

26・2

26・3 教育委員会議
政策会議

・建替事業基本計画
（案）について

政策会議
・建替事業基本
計画を決定

22



年・月 市 共同調理場運営委員会 市議会

26・7

26・10

政策会議
・建替候補地決定
政策会議26 10

26・11

政策会議
・整備手法決定
教育委員会議
・建替候補地及び26 11 建替候補地及び
整備手法決定

26・12 政策会議

候補地を事業用定

一般質問
・ＰＦＩ方式について候補地を事業用定

期借地で確保
・ＰＦＩ方式について
・親子方式について

27・ 1
3

・平成２７年第１回定
例議会に関連予算

ＰＦＩ方式の鎌ヶ谷給食セ
ンタ 視察

一般質問
ＰＦＩ方式について～3 例議会に関連予算

等を条例
ンター視察
移設・建替の概要

新給食センターの食器に
ついて

・ＰＦＩ方式について
・用地について
・給食事業について
市民の意見についてついて ・市民の意見について
陳情
趣旨採択
関連予算否決 否決関連予算否決 否決
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年・月 市 共同調理場運営委員会 市議会

27・5
～6

共同調理場老朽化対策
・現施設の改修
・自校方式

一般質問
・共同調理場建替えに
ついて自校方式

・移設・建替（従来方式）
・移設・建替（ＰＦＩ方式）
の４案から検討

ついて
・給食センターの現状
これまでの検討の経
緯今後の進め方

全会一致で、移設・建替 陳情 ２件 不採択

27・7 教育委員会議 ・移設・建て替え27 7 教育委員会議
政策会議
・移設・建て替え
・ＰＦＩ方式

移設 建て替え
・ＰＦＩ方式
・用地は復インター下
・用地は買い取り方式

・用地は復インタ
ター下

・用地は買い取り

用地は買 取り
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３ 議会に提出された陳情と保護者の声３．議会に提出された陳情と保護者の声

１）平成２７年第１回定例議会
白井市学校給食共同調理場建替え全面見直しに関する陳情

①現在進められている事業計画は、基本的な事項が検討なされておらず
不十分で 多額な無駄な費用支出を伴うものである よって 原案を撤回不十分で、多額な無駄な費用支出を伴うものである。よって、原案を撤回
し国交省の示す「既存不適格建築物の増改築、大規模な修繕・模様替え
に係る緩和措置」に則り、改修事業で行うよう白井市に要請してください。

②納税者視点に立ち 市民公募による市民参加の「学校給食共同調理場②納税者視点に立ち、市民公募による市民参加の「学校給食共同調理場
整備事業委員会（仮称）」の設置

趣旨採択趣旨採択

これを受け、移設・建替えに関する関連予算等が否決
※現在の共同調理場は、県の許可を得て建築してるため、陳情事項にあ
る「既存不適格建築物」ではない。る 既存不適格建築物」ではな 。
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２）平成２７年第２回議会（２つの陳情））平成 年第 回議会（ の陳情）

①市学校給食事業からＰＦＩ方式導入案の撤回と直営方式の採用を
決議し市教育長ならびに市長に送付することを求める陳情書決議し市教育長ならびに市長に送付することを求める陳情書

• 学校給食共同調理場建替えからＰＦＩ方式導入案を撤回すること。

• 市直営方式である共同調理場または自校調理方式の導入を至
急検討すること急検討すること

• 以上の事項を議決のうえ、市教育長ならびに市長に送付されるよ
う陳情します。

②白井市 学校給食に関する陳情②白井市の学校給食に関する陳情
• 白井市が採用する学校給食の方式（自校方式、親子方式、センター方式、

デリバリー方式等）に関しては、各方式について総合的な比較検討を行
い もしくは既に行っているとすればその結果を市民に公開するとともにい、もしくは既に行っているとすればその結果を市民に公開するとともに、
説明会や意見交換会、生徒や保護者、市民へのアンケートやパブリック
コメント等の充実した市民参加手続きを実施し、市民合意を得るように市
長に求めてください。

いずれも不採択
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３）保護者の要望と約１万人の署名

白井市小中学校 連絡協議会から白井市小中学校ＰＴＡ連絡協議会から

• 「学校給食共同調理場の移設・建替について、
現行計画通りに速やかに進めることに関する
要望書」

• 共同調理場の移設・建替について、現行通り
速やかに進めることを求める署名（約１万人）

※このように議会では否決されたものの 保護者※このように議会では否決されたものの、保護者
の方や多くの市民の方々からは早期の建設を
求める声が市に届いた。求める声が市に届いた。
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４）共同調理場運営委員会の意見４）共同調理場運営委員会の意見

再度 共同調理場運営委員会へ意見を伺 た再度、共同調理場運営委員会へ意見を伺った

①学校給食共同調理場運営委員会とは

• 公募市民やＰＴＡの代表、教育機関の職員、薬
剤師、建築の専門家などで構成する委員会

• 学校給食共同調理場の運営に関する重要事
項について、調査審議する委員会項 、 審議す 委員

②運営委員会の意見は②運営委員会の意見は、

→全会一致で移設・建替えとの意見
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５）事業費比較 単位：百万円

現施設の改修 自校方式 移設・建替
（従来方式）

移設・建替
（ＰＦＩ方式）

施設整備費 １，０４７ ３，８４７ ３，０６６ ２，６９６

運営費（１５年間） ２，９１９ ７，１２６ ３，６６８ ３，４８０

利子・ＰＦＩ関連
経費

８３ ３１２ ２５３ ６６６

事業費合計 ４ ０４９ １１ ２８５ ６ ９８７ ６ ８４２事業費合計 ４，０４９ １１，２８５ ６，９８７ ６，８４２

交付金 １２２ ３８２ ２５３ ２５３

市負担額 ３ ９２７ １０ ９０３ ６ ７３４ ６ ５８９市負担額 ３，９２７ １０，９０３ ６，７３４ ６，５８９

※事業費は、現在の調理場や桜台小中学校調理場の運営費などから積算しています。
※詳細については 平成２７年５月２８日（木）の共同調理場運営委員会資料（市ＨＰに※詳細については、平成２７年５月２８日（木）の共同調理場運営委員会資料（市ＨＰに
掲載）をご覧ください。

※事業費や交付金の額は概算です。実際の額とは異なります。
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各方式の比較
現施設の改修 自校方式 移設・建替

（従来方式）
移設・建替
（ＰＦ方式）

延床面積 １ ４９５㎡ ５ ４２５㎡ ４ １００㎡ ４ １００㎡延床面積 １，４９５㎡ ５，４２５㎡
（１２校分）

４，１００㎡ ４，１００㎡

メリット 運営費が安価 衛生管理基準を
満たす

衛生管理基準を
満たす

衛生管理基準を
満たす

リッ
満たす

アレルギー対応
食が可能

満たす

アレルギー対応
食が可能

満たす

アレルギー対応
食が可能

財政負担の平準財政負担の平準
化が可能

デメリット 建物の耐用年 施設整備費及び 財政負担の平準 従来方式に比べデメリット 建物の耐用年
数が短い

衛生管理基準を
満たさない

施設整備費及び、
運営費が高い

１２校整備するの
に、時間がかかる

給食室 整

財政負担の平準
化が図れない

ＰＦＩ方式と比べ
施設整備費や運
営費が高くなる

従来方式に比べ
建設までの時間
がかかる

給食室を整備す
ることができない
学校がある（プー
ルの大きさ程度）

営費が高くなる

ルの大きさ程度）
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移設・建替えの従来方式とは移設・建替えの従来方式とは

• 公共が資金調達し、設計、建築を個別に発注し、公共が資金調達し、設計、建築を個別に発注し、
一部の運営業務（調理・配送業務）を民間に委託
する方式する方式

現在の共同調理場で実施している方式• 現在の共同調理場で実施している方式
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移設・建替えのＰＦＩ方式とは移設・建替えのＰＦＩ方式とは

• 設計・建築・調理会社等が出資し、白井市の学校給食建 食
共同調理場のための特別目的会社をつくる。

• 特別目的会社が、自ら資金調達をし、 設計・建設した
後 施設の所有権を白井市に移転する （ＢＴＯ方式）後、施設の所有権を白井市に移転する。（ＢＴＯ方式）

特別 的会社が 調理業務や維持管理業務を行う• 特別目的会社が、調理業務や維持管理業務を行う。

• 特別目的会社は、融資を受けた金融機関からの監視
を受ける。を受ける。
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４ 学校給食共同調理場移設・建替えの４．学校給食共同調理場移設 建替えの
方針及び計画の概要

共同調理場の老朽化対策を検討するに当たっては、
一番に子ども達の利益と現実的な施設整備を考えな
れればなりませんれればなりません。
次のことを念頭に方針を決定しました。

• 学校給食法第２条で定められている「学
校給食の目標」を達成すること。校給食の目標」を達成する と。

• 安全で安心な給食を安定して提供出来
ることること。

• 白井市の財政状況を考慮すること。
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共同調理場老朽化対策の方針共同調理場老朽化対策の方針

• 学校給食共同調理場は 移設・建替えとする• 学校給食共同調理場は、移設・建替えとする。

方式による施設整備及び運営（１ 年）とする• ＰＦＩ方式による施設整備及び運営（１５年）とする。

• 建替え地は、白井市復１３２３番１５他。

• 平成３１年４月開所を目標とする。

※平成２７年第３回定例議会（９月議会）に関連予算
等を上程予定です。等を上程予定です。
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建替え予定地 7,581.69㎡建替え予定地 7,581.69㎡

建替え候補地建替え候補地

ＩＳＵＺＵＩＳＵＺＵ
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移設・建替えで調理場を整備することで移設・建替えで調理場を整備することで

• 衛生管理基準を満たし、安全な給食の提供が衛生管理基準を満たし、安全な給食の提供が
可能となる。

• 献立内容の多様化や温かいものは温かく出来献立内容の多様化や温か ものは温かく出来
るなど、栄養バランスを考えたおいしい給食の
提供が可能となる。

• アレルギー対応食の調理が可能となる。

• 食育の推進や地産地消の推進が可能になる。食育 推進や地産地消 推進 可能 なる。
など

※給食の質の向上が図れます。
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他の方法では駄目なのか？他の方法では駄目なのか？

現施設の改修は？

• 建築面積が狭いため、学校給食衛生管理基準を

現施設の改修は？

満たすことが出来ず、食育やアレルギー対応につ
いても改善が図れないこと。

• 調理能力の向上が図れないこと。

• 工事期間中は 市が弁当を用意するよう努めるが工事期間中は、市が弁当を用意するよう努めるが、
提供可能事業者が確保出来るか不明なこと。

• 改修しても１５年程度しか施設が使用出来ないと• 改修しても１５年程度しか施設が使用出来ないと
見込まれていること。など
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現施設の増築は？現施設の増築は？

• 学校給食管理衛生基準を満たす調理場とするた
めには、現施設の約２倍の面積が必要になり、
現在地では面積が狭小なこと。

• 共同調理場は、建築基準法上、工場となる。現
在地は 第２種住居地域であるため 増築するこ在地は、第２種住居地域であるため、増築するこ
とは、法的に非常に困難であること。など
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自校方式はどうか？自校方式はどうか？

自校方式は理想的との意見もあるが、自校方式は理想的との意見もあるが、

• １２校全てに調理場を整備するには相当な時間を要
することすること。

• 整備費及び１５年間の運営費で１０９億円の財政負
担が見込まれ 将来に大きな負担を残すことになる担が見込まれ、将来に大きな負担を残すことになる
こと。

各学校 を す う 計され• 各学校は、調理場を設置するように設計されておら
ず、必要な用地を確保出来ると見込まれるのは４校
ある と などであること。 など
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親子方式は？親子方式は？

• 広い敷地を要し、配送車の導線確保や児童生徒の
安全対策など 整備には多くの課題がある安全対策など、整備には多くの課題がある

• 調理場は、建築基準法上工場となり、多くの学校が
住居系の用途地域になるため、学校敷地内に調理住居系の用途地域になるため、学校敷地内に調理
場を整備することは、法的に非常に困難である。

※白一小・白二小・白三小・白井中は、市街化調整区※白 小 白二小 白三小 白井中は、市街化調整区
域のため、用途地域上は建設可

※他の学校は住居系の用途地域のため建設困難

※親子方式とは、学校敷地内に調理場を整備し、複
数の学校に配食する方式
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なぜ、ＰＦＩ方式による施設整備及び運営がよいなぜ、ＰＦＩ方式による施設整備及び運営がよい
のか？
• 民間が資金を調達するため 施設整備費の負担を平• 民間が資金を調達するため、施設整備費の負担を平

準化することが出来る。

• 民間の経営能力・技術的能力を活用して、良質な公

候補地の選定理由は何？

民間の経営能力 技術的能力を活用して、良質な公
共サービスが提供できること。など

• 敷地の用途地域が「準工業地域」であること。

候補地の選定理由は何？

• 共同調理場に必要なインフラ（上下水道・雨水・ガ
ス）が整備済みであること。

• 給食の配送に便利なこと。

• 総合公園 市役所に近く 大規模災害の際には• 総合公園、市役所に近く、大規模災害の際には、
炊き出しの拠点となること。
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ＰＦＩ方式で共同調理場を整備した県内の例ＰＦＩ方式で共同調理場を整備した県内の例

Ｈ１７年度 千葉市大宮学校センタＨ１７年度 千葉市大宮学校センター
Ｈ１８年度 木更津市学校給食センター

年度 千葉市新港学校給食センタＨ２２年度 千葉市新港学校給食センター
Ｈ２４年度 浦安市千鳥学校給食センター
Ｈ２４年度 浦安市千鳥学校給食センター

第３調理場
Ｈ２４年度 銚子市学校給食センター
Ｈ２５年度 八千代市学校給食センター年度 千代市学校給食 タ
Ｈ２６年度 鎌ケ谷市学校給食センタ
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新共同調理場の施設概要新共同調理場の施設概要
• 食数 ７，０００食

• 現在の配食校（１２校）に配食• 現在の配食校（１２校）に配食

• 炊飯機能有、アレルギー食対応

※現在は炊飯に いては 委託しております※現在は炊飯については、委託しております。

• 調理面積 ３，１００㎡

• 建築面積 ３，２８０㎡

• 延床面積 ４，１００㎡

玄関・事務室・会議室・更衣室等を含む

※ただし、施設規模については、基本設計で算※ただし、施設規模については、基本設計で算
出することになる。
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今後の日程今後の日程

平成２７年９月補正予算

・用地費

・ＰＦＩ事業者選定のための経費等ＰＦＩ事業者選定のための経費等

平成２８年３月

土地の取得契約・土地の取得契約

平成２９年３月

・ＰＦＩ事業者の選定、契約

平成２９年４月～平成３１年２月平成２９年４月 平成３１年２月

・設計、建築

平成３１年４月 開所（目標です ）平成３１年４月 開所（目標です。）
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す以上です。

ご清聴ありがとうございました。
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